
第2 回 名古屋大学 ファシリティマネジメント短期教育コース

武蔵野市における計画的保全について
- 事後保全から計画的保全への転換 -

武蔵野市

武蔵野市の概要

・市の面積：10.73ｋ㎡
広さ：東西6.4ｋｍ､南北3.1ｋｍ

・市の人口：135,934人 （2010.10. 1現在）



１．武蔵野市の保有建物状況

・本市の公共施設数 約１５８棟(約３３万㎡) 

・うち築後３０年を超えている建物 7２棟(約１3万㎡)  

市有施設の経過年数と床面積
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２．ＦＭ導入前の整備手段と課題

・以前は、建築工事を発注できる部署は建設部建築課のみ

・当時は「予防保全」という考えがなく、建築課は、施設主管課
からの要望に基づいて見積もりを行い 施設主管課が割り当てからの要望に基づいて見積もりを行い、施設主管課が割り当て
られた予算を基に工事を設計・監理する いわゆる受託業務を行
なっていた。

・ほとんどが事後保全 ⇒事故・市民サービスの低下
非合理的・非統一的・非計画的 ⇒将来の財政負担の集中の危惧

計画的・統一的な施設整備が必要

エピソード ある学校で校庭整地を実施したが，2,3年後に担
当者が変わり同様の工事を実施してしまった…



3．計画的保全導入の経緯 ～体制整備～

平成１０年 ・建設部建築課（現財務部施設課）から
「公共施設の計画的整備」の必要性を提案

平成１１～１２年 ・第三期基本構想・長期計画第二次調整計画案に
「公共施設の計画的整備の推進」が 盛り込まれる

・建築課に担当係長及び担当（1名）が配置される建築課に担当係長及び担当（1名）が配置される
・既存施設について紙ベースの施設台帳整備を行なう

平成１２年１２月 ・庁内検討委員会及びワーキングによる検討
『公共施設整備計画検討委員会』

平成１３年１１月 ・『公共施設の整備計画策定にあたって』報告書 作成

平成１３年 ・施設管理システム開発

平成１４年 ・建設部建築課
から財務部施

庁内検討委員会による整備基本方針
基本方針

特に優先するもの
耐震性を中心とした防災性能 ⇒ 耐震改修から財務部施

設課へ移管

耐震性を中心とした防災性能 ⇒ 耐震改修
経年劣化や法的不適格の改善を中心とした

劣化保全性能・防火避難規定に関する安全性能
⇒ 保全・定期点検

その他整備するもの
福祉・環境・ＣＳの整備

保全・劣化調査対象部位の選定
不具合時に、多大な影響を及ぼすもの
人命に係るもの
修繕に多額の工事費が予想されるもの

4．計画的保全の経過～計画と実施

平成１３～１５年 ・劣化診断・データ作成・部位選定

平成１６年～ ・保全整備の予算化
・『武蔵野市公共施設保全整備の方針』を議会に行政報告

FCI指標による保全整備計画

施設再整備計画

保全整備計画
作成手順

公共施設の保全計画を作成するにあたり２つの手法を用いました。
ひとつは、FCIの活用で、学校施設のようにまとまった施設群を、一つの建物に見立

ててFCIの目標値を設定し、各年度に必要な保全整備費を算出。もう一つは規模の大き
い施設や空調等の設備機器が保全整備費に対して大きなウエイトを占める施設について

長期修繕計画
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平成１７年～ ・保全整備の運用
（１７年工事より事業化） 年次整備計画の立てかた

劣化調査 劣化カルテを用いた職員による現地調査

調査結果評価 調査結果を数値化 工事対象の決定[施設課]

予算要求 施設主管課へ予算要求の依頼

保全整備の実績

H１３年度 H１４年度 H１５年度 H１６年度 H１７年度 H１８年度 H１９年度 H２０年度 H２１年度予算額
い施設や空調等の設備機器が保全整備費に対して大きなウエイトを占める施設について、
施設単体で個別に保全計画を作成し保全整備費を算出しました。

これらの費用の合計が全体の保全整備費となり、年次予算化しています。

今後の保全整備費
FCIを用いた施設群として算出した保全整備費と、個別に算出した保全整備費の合計は、
今後３０年で平均すると年間７億４,６００万円となります。
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理事者ヒアリング 全施設の提案工事を施設課から説明

査 定 理事者、企画、財務部署にて実施工事の決
定

整備工事 整備工事着手

保全整備の重要性が共通認識され、「保全整備の運用」が導入された平成１７年
以降、約３億円から４.６億円の保全整備を実施しています。

73,883 55,116 44,360 22,914 295,719 306,283 303,928 461,011 308,993

計画保全

予算額
（千円）



５．保全整備の現状①

[保全整備の実績]

防水改修
まだ雨漏りはないが劣化が激しいため改修・まだ雨漏りはないが劣化が激しいため改修

・事後保全では改修費用が嵩み、学校の運営にも支障をきたす
・合理性を考え『道連れ工事』も提案

５．保全整備の現状②

[保全整備の実績]

便所改修
配管改修と合わせて便所の全面改修を行う・配管改修と合わせて便所の全面改修を行う

・子供たちへのアンケート結果を基に居心地の良い空間に改修
・改修基準はあるが、設計担当者の個性を重視



５．保全整備の現状③

[保全整備の実績]

バルコニー手摺り改修

・学校で手摺り欠落の事故が起こった・学校で手摺り欠落の事故が起こった
・劣化カルテを基に、同じ仕様箇所を横並びで調査した

…優先順位を付け、計画的に改修している

昭和５６～６３年 ・（小中学校耐震補強実施＜第一期＞）

[耐震性能整備]

平成１２～１８年 ・第一期の残りの学校、庁舎、保育園、
コミセン等の耐震補強実施＜第二期＞

6．耐震性能整備の状況

☆市庁舎西棟は「防災安全センター」を設置
する際、市庁舎のＢＣＰに配慮し、大地震
後も業務が継続できるよう中間免震構造を
採用

コミセン等の耐震補強実施＜第二期＞

平成２０・２１年 ・第一期耐震建物の再耐震補強実施



7．その他の整備の状況①

[福祉性能整備]

平成１４～１６年度 ・不特定多数の市民が利用する施設についてバリアフリーの調査を
行い簡便に改修できるものを改修した

平成２３年度～２４ ・改修工事に向け予算要求を行う予定

平成２１～２２年度 ・「新バリアフリー法」「東京都バリアフリー条例」の施行に
基づき新基準に則した調査実施

平成２１～２２年度 ・改修方針を定め、改修方法を検討する

☆バリアフリーと合わせて「ユニバーサルデザイン」も検討していく

7．その他の整備の状況②

[環境性能整備］
平成１7 年度２１～ ・施設の改築、改修時には「省エネルギー」「新エネルギー」の導

入
地球環境保護の観点で「スケルトンインフィル」「材料のエコマ

平成１7 年度２１～ ・市民文化会館等の主要な施設について「エネルギー診断」を実施

テリアル化」「施設の屋上・壁面緑化」等の導入

平成２３年度～１～ ・省エネ法改正に伴い、環境政策課と共に消費エネルギー削減のため
の調査及び改善方法の検討を予定



7．その他の整備の状況③

平成２１～２２年度
・既存エレベーターへ『リスタート

機能』を設置するための調査を実

[安全性能整備］

機能』を設置するための調査を実
施した

平成２２年度～２２
・既存エレベーターへ『リスタート

機能』を設置するため工事費を積
算し、予算要求した

☆全てのエレベーターを単年度で改修す
がると一度に膨大な工事費が必要となる

ため『ポートフォリオ』を用いること
で順位付けを行い、工事費の平準化を
図った

⇒２３年度に①～④まで工事予定

7．その他の整備の状況④

平成２１年度２年度 ・小学校の防火シャッターを調査し『挟まれ防止装置』の取り付
け工事について予算要求した

[法不適格の整備］

平成２２年度２年度 ・小学校のシャッターに挟まれ防止装置』の取り付け工事を実施平成 年度 年度 小学校 ャッタ 挟まれ防 装置』 取り付け 事を実施
した

平成２２年度２年度 ・保育園、中学校についても『挟まれ防止装置』の取り付
け工事について予算要求した

☆保育園、中学校につい
ては平成２３年度に工
事予定



7．その他の整備の状況⑤

[CS整備］

平成１９年度～年度 ・既存施設へ「ユニバーサルデザイン」導入を睨み、試行で調査
平成２０年度２年度 ・を実施
平成２０年度２年度 ・施設利用者、施設職員、施設管理委託業者を対象に実施平成２０年度２年度 施設利用者、施設職員、施設管理委託業者を対象に実施

平成１９年度～年度 ・ソフト面への対応について施設管理者の理解が得られず、また
手法・今後の改修計画を明確に示すことができず断念…

☆今後、手法の研究及び庁内関係部署の意識改革を行うことが必要！

7．まとめ

[計画的保全導入を振り返って］

なぜ保全整備計画導入が成功したか？

・検討委員会により庁内で施設整備の課題を共有することができた

防災安全性
能

整備

環境性能整
備

福祉性能整
備

検討委員会 より庁内 施設整備 課題を共有する きた

・機構改革により企画・財政部署と連携が図れるようになった

・日常から国や都の動向、社会の動き
にアンテナを張り情報収集すること
が大切

計画的な施設整備
利用者満足

度
整備

劣化保全整
備

既存不適格
整備

耐震性能整
備

財政計画・慣習にとらわれず、勇気を持って
提案することが必要

が大切



7．まとめ

[今後の施設整備について］
・「スクラップ&ビルド」から「ストック」へ移行し施設の延命化が重要となった
・一方で改築の検討も必要である

防災安全性
能

整備

環境性能整
備

福祉性能整
備

・「改築」と「改修」のどちらが有利かキャッシュフロー評価を行ったが、今の
ところ、ほとんどの施設は『改修が有利』となった

・今後の財政状況を考慮し、財務・品質・

・地球環境問題や財政負担などから、既存施設を可能
な限り延命利用していくことが基本姿勢

計画的な施設整備
利用者満足

度
整備

劣化保全整
備

既存不適格
整備

耐震性能整
備

財政計画

・社会が発信する情報にアンテナを張り実
効性のある提案ができるよう努力する

今後 財政状況を考慮 、財務 品質
供給のバランスを視点で施設整備を
行うことが必要である

第2 回 名古屋大学 ファシリティマネジメント短期教育コース

武蔵野市における計画的保全について
- 事後保全から計画的保全への転換 -

武蔵野市

ご清聴ありがとうございました


